
愛媛県鳥獣害防止対策推進フロー 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

連
携 

広域連携、情報提供、技術的助言、 
普及指導員による生産者指導 

被害対策研究機関 
(独)近畿中国四国 
農業研究センター 
等 

【地方局(支局)段階】 地区鳥獣害防止対策協議会  
〈委員〉地方局産業振興課(支局地域農業室)、森林林業課等 
市町、農協、農業共済、森林組合、生産者代表 

○地域に適した被害防止対策や連携方策の検討 
○被害の実態調査取りまとめ  ○防止対策の情報交換 

【本庁段階】 
  
 
愛媛県鳥獣害防止対策推進会議 
〈会長〉農業振興局長 
〈構成員〉農林水産部及び県民環境部の関係課

室、農協中央会、森林組合連合会、
農業共済組合連合会、農業指導士
会、猟友会 

【市町段階】 市町鳥獣被害防止対策協議会 
〈構成機関〉市町、農協、農業共済、森林組合、生産者代表、 

猟友会、地方局(支局)地域農業室、森林林業課等 
○被害実態の把握と最適な被害防止対策の検討 
○被害防止計画の作成と実施(補助事業、捕獲対策の実施) 

意見・要望・結果の 
フィードバック 対策方針策定、情報提供 

意見・要望・結果の 
フィードバック 

中国四国農政局、
四獣ネット 

愛 媛 大 学 
愛媛大学連携事業 
【新規】1,100千円 

鳥獣被害防止総合対策事業（国補） 61,485千円 
〔推進事業(ソフト)〕 
○推進体制整備(協議会等)   ○生息環境管理(緩衝帯等) 
○個体数調整(捕獲機材、狩猟免許講習会等)  
○被害防除(研修会等) 

〔整備事業(ハード)〕 
○侵入防止施設・鳥獣処理加工施設の整備 

鳥獣害防止施設整備事業 8,500千円 
農地が点在する等のため、国補事業が活用できない農地の被害
防止対策を支援(侵入防止施設、捕獲機材、緩衝帯) 

被 害 防 除 

推 進 体 制 

補助事業の活用・指導活動の展開・捕獲の強化 

生産者に対する被害防止対策指導  
○鳥獣を寄せ付けない集落環境づくり 
(耕作放棄地・放任園・放置作物の除去) 
○鳥獣被害に遭わない栽培方法 
○集落検討会・研修会の開催 
○集落ぐるみの被害防止対策を支援 

鳥獣害防止対策指導員育成研修会  
○鳥獣の習性・被害防止対策・捕獲対策に関し
て、生産者を指導できる人材を育成 
○市町・ＪＡ・農業共済等の職員を対象 

指 導 活 動 

連
携
・
情
報
交
換 

注1）事業名・事業費は、H23当初予算計上内容 
注2）(※)は、いずれも鳥獣害防止対策推進事業 

地域全体の 
被害の減少 

愛媛県鳥獣害防止
対策班 
〈班長〉農業振興局長 
〈副班長〉担い手室長 
〈班員〉農林水産部及び
県民環境部の
関係課室 

 

イノシシ等有害鳥獣捕獲事業【継続】7,777千円 
カラス、ニホンザル、イノシシ、ニホンジカの捕獲奨励を支援 

イノシシ農作物被害防止特別対策事業【新規】4,885千円 
21年度実績を超えるイノシシの捕獲奨励を支援 

ニホンジカ緊急捕獲事業（森林環境保全分）【新規】5,855千円 
21年度実績を超えるニホンジカの捕獲奨励を支援 

ニホンジカ森林被害防止対策事業【新規】10,000千円 
狩猟期間のニホンジカの捕獲奨励を支援 

個 体 数 調 整 

関係者で対策の方向付けと意識共有を図る場 対策の企画、調整、推進を図る主体 

人 材 育 成 
鳥獣害防止対策人材確保事業【新規】 

31,200千円 
 JA に委託して地域の被害防止対策を担う人
材を育成 


